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（桝打l、2州¢年5月）  
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利益相反と法令違反の差  

責任の性質  法令上の責任（刑事罰、行政罰  社会に対する説明責任、社会  

民事上の損害賠償責任）   的責任   

責任の主体  規制に違反した個人・法人の責  

任者等   

必ずしも回避する必要はなく、情   違反・相反   一律に回避されるべき状態  

への対応  報開示やモニタリング等、透明性  

を高め、マネジメント可能   

判断基準   法令による一律のルール   各木学ごとのル蒜ル  

利益相反委員会で個別に判断  

最終的な判  裁判所   大学（組織）  
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